
（
☎
内
線
２
１
５
１
・
２
１
５
２
）

「
市
民
パ
ソ
コ
ン
教
室
」

「
初
心
者
パ
ソ
コ
ン
講
座
」

令
和
３
年
３
月
末
ま
で

　
　
　
　
　
　
中
止
の
お
知
ら
せ

　
例
年
、
毎
週
木
・
土
曜
日
に
開
催
し
て
い

る
「
市
民
パ
ソ
コ
ン
教
室
」
、
年
３
回
実
施

し
て
い
る
「
初
心
者
パ
ソ
コ
ン
講
座
」
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
令
和
３
年
３
月
末
ま
で
中
止

期
間
を
延
長
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

問
合
せ
▼

安
中
市
文
化
セ
ン
タ
ー

（
☎
3
8
1

－

0
5
8
6
）

測
量
実
習
に
ご
理
解
と

　
　
　
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
国
土
交
通
大
学
校
で
は
、
昨
年
度
に
引
き

続
き
、
国
土
地
理
院
の
新
任
技
術
系
職
員
を

対
象
と
し
た
測
量
実
習
を
実
施
し
ま
す
。

　
こ
の
実
習
は
、
測
量
業
務
に
必
要
な
基
礎

知
識
お
よ
び
基
礎
技
術
の
修
得
、
測
量
技
術

者
と
し
て
の
資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　
歩
道
の
通
行
や
車
両
走
行
な
ど
に
ご
迷
惑

を
か
け
な
い
よ
う
努
め
ま
す
の
で
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

実
習
期
間
▼

9
月
23
日（
水
）〜
10
月
9
日（
金
）の
17
日
間

新
し
い
人
権
擁
護
委
員
を

　
　
　
　
　
　
　
紹
介
し
ま
す

　
能
登
美
津
子
さ
ん
が
７
月
１
日
付
け
で
法

務
大
臣
か
ら
の
委
嘱
を
受
け
、
人
権
擁
護
委

員
に
就
任
し
ま
し
た
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
し

た
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
毎
月
の
人
権
相

談
や
啓
発
活
動
を
行
う
な
ど
、
皆
さ
ん
の
身

近
な
相
談
相
手
で
す
。
日
常
生
活
の
中
で
、

人
権
問
題
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
お
気
軽
に
人
権
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
▼

□本 

市
民
生
活
課
相
談
支
援
人
権
係

（
☎
内
線
１
２
０
８
）

令
和
２
年
度

ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者

　
　
保
養
事
業
の
中
止
に
つ
い
て

　
例
年
７
月
に
実
施
し
て
い
る
ひ
と
り
暮
ら

し
高
齢
者
保
養
事
業
に
つ
い
て
、
「
お
し
ら

せ
版
５
月
15
日
号
」
で
実
施
時
期
の
延
期
を

お
知
ら
せ
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
状
況
を
も
と
に

検
討
し
た
結
果
、
今
年
度
は
中
止
と
決
定
し

ま
し
た
。
関
係
者
の
皆
さ
ん
に
は
ご
理
解
を

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
▼

□本 

行
政
課
行
政
係

（
☎
内
線
１
０
４
５
）

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
に
は
保
険
料
の
免
除
制
度
や
納
付

猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す

　
国
民
年
金
に
は
、
所
得
が
少
な
く
、
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、
一
定

の
基
準
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た

は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

将
来
の
年
金（
老
齢
年
金
）や
、
障
害
な
ど
不

測
の
事
態
が
生
じ
た
と
き
の
年
金（
障
害
年

金
）を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

○
申
請
免
除
制
度

　
本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
前
年
の

所
得
が
一
定
の
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し

て
承
認
を
受
け
る
と
保
険
料
の
全
額
、
４
分

の
３
、
半
額
ま
た
は
４
分
の
１
が
免
除
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
４
分
の
３
、
半
額
ま
た
は

４
分
の
１
の
免
除
が
承
認
さ
れ
た
場
合
に

は
、
残
り
の
保
険
料
を
納
め
な
い
と
未
納
と

同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
分
の
承
認
期
間
は
、
令
和
２

年
７
月
か
ら
令
和
３
年
６
月
ま
で
で
す
。

○
納
付
猶
予
制
度

　
50
歳
未
満
で
、
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
前

年
の
所
得
が
一
定
の
基
準
以
下
の
場
合
、
申

請
し
承
認
を
受
け
る
と
、
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
分
承
認
期
間
は
、
令
和
２
年

７
月
か
ら
令
和
３
年
６
月
ま
で
で
す
。

○
学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
本
人
の
前
年
の
所
得
が
一
定
の
基
準

以
下
の
場
合
、
申
請
し
承
認
を
受
け
る
と
、

学
生
期
間
中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。

　
令
和
２
年
度
分
の
承
認
期
間
は
、
令
和
２

年
４
月
か
ら
令
和
３
年
３
月
ま
で
で
す
。

※
申
請
免
除
、
納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例

の
各
制
度
は
と
も
に
、
原
則
と
し
て
毎
年
申

請
が
必
要
で
す
。

※
全
額
免
除
お
よ
び
納
付
猶
予
に
つ
い
て

は
、
翌
年
度
以
降
分
も
あ
ら
か
じ
め
申
請

（
継
続
申
請
）す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
失
業

な
ど
に
よ
る
理
由
を
除
く
）。

第
３
号
被
保
険
者
は
配
偶
者
の
転
職
や
退
職

な
ど
に
よ
っ
て
も
届
出
が
必
要
で
す

　
国
民
年
金
の
「
第
３
号
被
保
険
者
」（
厚

生
年
金
や
共
済
年
金
に
加
入
し
て
い
る
配
偶

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
人
）は
、
本
人
が
就
職
し
た
と
き
だ
け
で

な
く
配
偶
者
が
転
職
・
退
職
し
た
と
き
な
ど

に
も
届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

○
配
偶
者
が
退
職
し
た
と
き

３
号
か
ら
１
号
へ
…
本
人
が
市
役
所
へ
届
出

○
配
偶
者
が
転
職
し
た
と
き

（
退
職
し
た
翌
日
に
再
就
職
し
た
と
き
）

３
号
の
種
別
確
認
…
転
職
後
の
勤
務
先
事
業

所
か
ら
年
金
事
務
所
へ
届
出

○
配
偶
者
が
死
亡
し
た
と
き

３
号
か
ら
１
号
へ
…
本
人
が
市
役
所
へ
届
出

○
本
人
の
収
入
増
、
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
配

偶
者
の
扶
養
で
な
く
な
っ
た
と
き

３
号
か
ら
１
号
へ
…
本
人
が
市
役
所
へ
届
出

○
配
偶
者
が
65
歳
に
な
っ
た
と
き

３
号
か
ら
１
号
へ
…
本
人
が
市
役
所
へ
届
出

※
詳
し
く
は
高
崎
年
金
事
務
所
に
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
▼

高
崎
年
金
事
務
所
国
保
年
金
課

（
☎
0
2
7

－

3
2
2

－

4
2
9
9
）

問
合
せ
▼

□本 

介
護
高
齢
課
高
齢
者
対
策
係

（
☎
内
線
１
１
８
１
・
１
１
８
２
）

□松 

住
民
福
祉
課
健
康
介
護
係

（
☎
内
線
２
１
５
１
・
２
１
５
２
）

令
和
２
年
度

　
敬
老
祝
金
の
支
給
に
つ
い
て

　
例
年
９
月
に
実
施
し
て
い
る
敬
老
祝
金
の

支
給
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
今
年
度
は

民
生
委
員
や
職
員
に
よ
る
対
面
で
の
配
布
は

中
止
し
、
申
請
に
よ
る
指
定
口
座
へ
の
振
り

込
み
と
し
ま
す
。

　
対
象
の
人
に
は
、
９
月
上
旬
に
市
か
ら
申

請
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
ご
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
▼

□本 

介
護
高
齢
課
高
齢
者
対
策
係

（
☎
内
線
１
１
８
１
・
１
１
８
２
）

□松 

住
民
福
祉
課
健
康
介
護
係

実
習
場
所
▼

原
市
地
区
・
嶺
地
区

問
合
せ
▼

国
土
交
通
省
国
土
交
通
大
学
校
測
量
部
基
本

測
量
科

（
☎
0
4
2

－

3
2
1

－

9
0
1
0
）

宝
く
じ
の
助
成
金
に
よ
り

　
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の

　
　
　
　
備
品
を
整
備
し
ま
し
た

　（
一
財
）自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
で
は
、
宝
く

じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し
て
、
宝
く
じ

の
受
託
事
業
収
入
を
財
源
と
し
て
実
施
し
て

い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
こ
の
事
業
は
、
宝
く
じ
の
普
及
広
報
を
行

う
こ
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
健
全
な
発
展
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、
自
治
会
な
ど
へ
助
成

を
行
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

　
安
中
市
原
市
地
区
第
八
区
で
は
、
こ
の
宝

く
じ
の
助
成
金
に
よ
り
獅
子
舞
な
ど
の
祭
典

用
具
を
整
備
し
ま
し
た
。
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2020年9月1日号＝本庁舎 ＝松井田庁舎 ＝谷津庁舎 ＝碓氷川クリーンセンター ＝スポーツセンター本 松 谷 ク ス安中市役所　☎382－1111

　市民課
休日窓口開設日
9月6日・20日　10月4日
午前８時30 分～正午

業務内容
○住民票の写しの交付
○戸籍謄本・抄本の発行
○印鑑証明書の発行
○その他市民課取扱各種証明書の
　発行

本

地域おこし協力隊
活動報告 Vol.28

　地域おこし協力隊の後藤です。
　碓氷峠鉄道文化むらをはじめとする横川・坂本地区
の活性化に向けて、主にイベントの企画に携わってい
ましたが、残された任期もあとわずか。あっという間
の３年間、本当にたくさんの人にお世話になりまし
た。すべての人に自分が企画したイベントを知ってい
ただくのは非常に難しいことでしたが、自分にしかで
きない企画を実現できた経験は、大きな自信につなが
りました。
　今回が最後の活動報告となりますが、まだまだやり
たいこと、やり残したことは山ほどあります。これか
らも碓氷峠の鉄道施設を安中市の財産として大切に
し、発展させていく関係者の姿勢にご理解いただけた
らと思いま
す。最後は、
修復作業に全
力で取り組ん
だあさま号の
写真で終わり
にしたいと思
います。

能登美津子さん
（新任）


